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○堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成２０年３月３１日 

規則第４７号 

改正 平成２１年３月３１日規則第４８号 

平成２５年３月２９日規則第１０９号 

平成２５年８月２２日規則第１４１号 

平成２６年３月２０日規則第８号 

令和元年９月６日規則第６１号 

令和２年１０月３０日規則第１００号 

令和３年１２月２４日規則第１１８号 

令和５年３月２３日規則１０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例（昭和６１年条

例第９号。以下「条例」という。）第２５条の規定に基づき、堺市立青少年センター及び

堺市立青少年の家（以下「センター等」という。）の管理及び運営について必要な事項を

定める。 

（開館時間及び休館日） 

第２条 センター等の開館時間及び休館日は、別表第１のとおりとする。ただし、市長は、

特に必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館し、

若しくは開館することができる。 

（使用の申請） 

第３条 条例第４条第１項の規定によりセンター等の使用の許可を受けようとする者は、堺

市立青少年センター等使用許可申請書（様式第１号）により市長に申請しなければならな

い。 

２ 前項の規定による申請は、使用しようとする日の１か月前の日の属する月の初日から受

け付けるものとする。ただし、市長が特に認めるときは、当該日前においても、申請を受

け付けることができる。 

３ 青少年により組織された団体で、市長の定めるところにより登録されたものに係る前項

の規定の適用については、同項中「１か月」とあるのは、「２か月」とする。 

（使用の制限） 

第４条 市長は、条例第４条第２項第１号から第３号までに定める場合のほか、次の各号の
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いずれかに該当するときは、センター等の使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、

若しくは使用を制限することができる。 

(1) 専ら物品の販売のために使用するとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、センター等の管理上支障があると認めるとき。 

（令３規則１１８・一改） 

（使用の許可） 

第５条 使用の許可は、使用料の納付があった後、堺市立青少年センター等使用許可書（様

式第２号。以下「使用許可書」という。）を申請者に交付して行う。ただし、条例第１０

条第３項の規定により使用料の後納をさせる場合は、この限りでない。 

（使用の許可の順位） 

第６条 使用の許可の順位は、使用の申請を受理した順序による。ただし、市長が特に認め

るときは、この限りでない。 

（使用期間） 

第７条 センター等の使用期間は、引き続き３日を超えることができない。ただし、市長が

特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。 

（使用の許可に係る使用時間） 

第８条 使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び

後始末に要する時間を含めたものとする。 

（使用許可書の提示義務） 

第９条 使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、その使用中、使用許可書

（次条第５項の規定により訂正されたものを含む。）を携帯し、係員から求められたとき

は、いつでもこれを提示しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、市長が

定める方法をもって、当該使用許可書の提示等に代えることができる。 

（使用の許可の変更等） 

第１０条 使用者は、使用の許可を受けた事項（あらかじめ市長が指定する事項に限る。）

の変更をしようとするときは、使用しようとする日（当該変更後の日が当初の使用しよう

とする日より前であるときは、当該変更後の日）の７日前の日までに、堺市立青少年セン

ター等使用許可変更申請書（様式第３号）に使用許可書を添付して市長に申請しなければ

ならない。ただし、市長が特に認めるときは、使用許可書の添付を省略することができる。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、正当な理由があると認めるとき

は、１回に限り使用の許可の変更を承認することができる。 
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３ 第１項に規定する場合のほか、使用者が許可を受けた事項の変更をしようとする場合で

あって、当該変更が使用の当日に生じるやむを得ない事由によるとき、その他必要がある

と認めるときは、市長は、当該変更を承認することができる。この場合において、使用者

は、市長の定めるところにより当該変更について申請をしなければならない。 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、天災地変その他使用者の責めに帰することができ

ない場合において、使用の許可を変更してセンター等を使用させることが適当であると認

めるときは、使用者の申出により当該許可の変更を承認することができる。この場合にお

いて、当該申出は、第１項の申請書により行わなければならない。 

５ 市長は、前３項の規定により使用の許可の変更を承認したときは、使用許可書を訂正の

上、使用者に交付するものとする。 

（使用者の遵守事項） 

第１１条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 収容人員が使用する施設の定員を超えないようにすること。 

(2) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。 

(3) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。 

(4) 許可を受けないで貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。 

(5) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。 

(6) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。 

(7) 使用者の使用目的に応じて入館した者に対し、次条各号に規定する事項を遵守させ

ること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（令元規則６１・令３規則１１８・一改） 

（入館者の遵守事項） 

第１２条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用をしないこと。 

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

(4) 館内を不潔にしないこと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（令元規則６１・令３規則１１８・一改） 

（使用料） 
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第１３条 条例第１０条第１項の市長が定める使用料は、別表第２のとおりとする。 

２ 条例第１０条第２項の市長が定める使用料は、別表第３のとおりとする。 

３ 市長は、条例第４条第１項後段の規定により使用の許可の変更について承認したときは、

既納の使用料を変更後の使用の許可に係る使用料の全部又は一部に充てることができる。

この場合において、既納の使用料に残額が生じたときは当該残額を還付しないものとし、

変更後の使用の許可に係る使用料に不足額が生じたときは当該不足額を直ちに使用者に

追加納付させるものとする。 

４ 前項後段の規定にかかわらず、第１０条第４項の規定により使用の許可の変更について

承認した場合において、既納の使用料に残額が生じたときは、当該残額を還付するものと

する。 

（令３規則１１８・一改） 

（使用時間の区分） 

第１３条の２ 無料施設（堺市立青少年の家の自炊場をいう。）の使用の許可に係る時間区

分は、昼間（午前９時から午後５時まで）とする。 

（平２５規則１４１・追加、令３規則１１８・一改） 

（使用料の減免） 

第１４条 条例第１１条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、堺市立

青少年センター等使用料減免申請書（様式第４号）に市長が必要と認める資料を添付して

市長に提出しなければならない。 

（使用料の還付） 

第１５条 条例第１２条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びそ

の額は、次のとおりとする。ただし、第１０条第２項の規定により使用の許可の変更を承

認した場合は、第２号の規定は適用しない。 

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなっ

たとき。 既納の使用料の全額 

(2) 使用者が使用しようとする日の７日前の日までに使用の取消しを申し出て、その理

由が認められたとき。 既納の使用料の半額 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、堺市立青少年センター等使用料還付申請書（様式

第５号）に使用許可書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、当該還付を受

けようとする者が、市長が定める方法により使用者本人であることを証したときは、使用

許可書の添付を省略することができる。 



5/11 

（保証金） 

第１６条 使用者は、条例第７条の規定により特別の設備を設けようとするときは、条例第

１３条の保証金を納付しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他市長が特に

認める公共的団体が使用するときは、この限りでない。 

２ 前項の保証金の額は、当該設備の撤去及び原状回復に要する費用に相当する額とする。 

（施設等の破損等の届出） 

第１７条 使用者及び入館者は、センター等の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、

又は滅失したときは、直ちに堺市立青少年センター等破損（滅失）届（様式第６号）によ

り届け出て、係員の指示を受けなければならない。 

（使用終了の届出） 

第１８条 使用者は、センター等の使用を終えたときは、直ちに係員に届け出て、その検査

を受けなければならない。 

（施設予約システムを使用する場合の特例） 

第１９条 市長は、施設予約システム（公の施設の使用の申請及び許可、その使用料等の納

付その他公の施設の使用等に係る手続等について、市長が指定する電子計算機を利用して

処理する体系をいう。）を用いてセンター等の使用等に係る手続等を行わせる場合におい

て、この規則の規定により難いと認めるときは、当該施設予約システムを用いたセンター

等の使用等に係る手続等について別に定めることができる。 

（指定管理者の指定に係る申請書等） 

第２０条 条例第１９条第２項の申請書は、堺市立青少年センター等指定管理者指定申請書

（様式第７号）とする。 

２ 条例第１９条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 定款その他これに類する書類 

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類 

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書 

(4) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度及び前々事業年度の事業

報告書及び収支計算書 

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める書類 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、センター等の管理及び運営について必要な事項は、

市長が定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（堺市立青少年センター等使用料規則の廃止） 

２ 堺市立青少年センター等使用料規則（昭和６１年規則第２１号。以下「旧使用料規則」

という。）は、廃止する。 

（堺市立青少年センター等使用料規則等の廃止に伴う経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の旧使用料規則及び堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の

一部を改正する規則（平成２０年教育委員会規則第７号）附則第３項の規定による廃止前

の堺市立青少年センター等管理運営規則（昭和６１年教育委員会規則第７号）の様式に関

する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、

この規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第４８号）抄 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日規則第１０９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施

行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の

間、適宜修正の上、改正後の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規

則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。 

附 則（平成２５年８月２２日規則第１４１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２０日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料

等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年９月６日規則第６１号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料

金等（この規則の公布の日前になされた申請等に係るものを除く。）について適用し、同

日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年１０月３０日規則第１００号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成さ

れ、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様

式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 

附 則（令和３年１２月２４日規則第１１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第４条、第１１条から第１３条

まで、別表第３、様式第３号及び様式第６号の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規

則（以下「改正後規則」という。）の規定（第４条、第１１条から第１３条まで、別表第

３、様式第３号及び様式第６号を除く。）は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用

料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市立青少年センター等の設置及び管理

に関する条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票につ

いては、当分の間、改正後規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することが

できる。 

別表第１（第２条関係） 

（平２１規則４８・一改） 

開館時間 (1) 火曜日から土曜日までの日 

午前９時から午後９時まで 

(2) 日曜日 
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午前９時から午後５時まで 

休館日 (1) 月曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日（その日が月曜日に当たるときは、その日後においてそ

の日に最も近い休日でない日） 

(3) １２月２９日から翌年１月３日までの日 

別表第２（第１３条関係） 

（平２６規則８・全改、令元規則６１・令３規則１１８・一改） 

１ 基本料金 

(1) 青少年センター 

（単位 円） 

時間区分 

種別 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

９時から

１２時ま

で 

１３時か

ら１７時

まで 

１８時か

ら２１時

まで 

９時から

１７時ま

で 

１３時か

ら２１時

まで 

９時から２

１時まで 

集

会

室 

第一集会

室 

一般 １，５６０ １，８８０ １，７７０ ３，４４０ ３，６５０ ５，２１０ 

青少年等 ７８０ ９４０ ８８０ １，７２０ １，８２０ ２，６００ 

第二集会

室 

一般 １，３５０ １，７７０ １，４６０ ３，１２０ ３，２３０ ４，５８０ 

青少年等 ６７０ ８８０ ７３０ １，５５０ １，６１０ ２，２８０ 

第三集会

室 

一般 １，５６０ ２，０８０ １，８８０ ３，６４０ ３，９６０ ５，５２０ 

青少年等 ７８０ １，０４０ ９４０ １，８２０ １，９８０ ２，７６０ 

第一研修

室 

一般 ９３０ １，３５０ １，０３０ ２，２８０ ２，３８０ ３，３１０ 

青少年等 ４６０ ６７０ ５１０ １，１３０ １，１８０ １，６４０ 

第二研修

室 

一般 ７３０ ８３０ ８３０ １，５６０ １，６６０ ２，３９０ 

青少年等 ３６０ ４１０ ４１０ ７７０ ８２０ １，１８０ 

第三研修

室 

一般 ７３０ ８３０ ８３０ １，５６０ １，６６０ ２，３９０ 

青少年等 ３６０ ４１０ ４１０ ７７０ ８２０ １，１８０ 

第四研修

室 

一般 ４１０ ５１０ ５１０ ９２０ １，０２０ １，４３０ 

青少年等 ２００ ２５０ ２５０ ４５０ ５００ ７００ 

特プレイル 一般 ８３０ １，０３０ ９３０ １，８６０ １，９６０ ２，７９０ 
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別

活

動

室 

ーム 青少年等 ４１０ ５１０ ４６０ ９２０ ９７０ １，３８０ 

クラフト

ルーム 

一般 ９３０ １，３５０ １，０３０ ２，２８０ ２，３８０ ３，３１０ 

青少年等 ４６０ ６７０ ５１０ １，１３０ １，１８０ １，６４０ 

茶華道室 一般 ８３０ １，０３０ ９３０ １，８６０ １，９６０ ２，７９０ 

青少年等 ４１０ ５１０ ４６０ ９２０ ９７０ １，３８０ 

視聴覚室 一般 １，５６０ ２，０８０ １，８８０ ３，６４０ ３，９６０ ５，５２０ 

青少年等 ７８０ １，０４０ ９４０ １，８２０ １，９８０ ２，７６０ 

第一音楽

室 

一般 ９３０ １，３５０ １，０３０ ２，２８０ ２，３８０ ３，３１０ 

青少年等 ４６０ ６７０ ５１０ １，１３０ １，１８０ １，６４０ 

第二音楽

室 

一般 ８３０ １，０３０ ９３０ １，８６０ １，９６０ ２，７９０ 

青少年等 ４１０ ５１０ ４６０ ９２０ ９７０ １，３８０ 

ホール 一般 １，５６０ ２，０８０ １，８８０ ３，６４０ ３，９６０ ５，５２０ 

青少年等 ７８０ １，０４０ ９４０ １，８２０ １，９８０ ２，７６０ 

(2) 青少年の家（グラウンドを除く。） 

（単位 円） 

時間区分 

種別 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

９時から

１２時ま

で 

１３時か

ら１７時

まで 

１８時か

ら２１時

まで 

９時から

１７時ま

で 

１３時か

ら２１時

まで 

９時から２

１時まで 

プレイホール 一般 ４，７００ ６，２８０ ５，５５０ １０，９８

０ 

１１，８３

０ 

１６，５３

０ 

青少年等 ２，３５０ ３，１４０ ２，７７０ ５，４９０ ５，９１０ ８，２６０ 

集

会

室 

活動室 一般 ９３０ １，３５０ １，０３０ ２，２８０ ２，３８０ ３，３１０ 

青少年等 ４６０ ６７０ ５１０ １，１３０ １，１８０ １，６４０ 

第一研修

室 

一般 ７３０ ８３０ ８３０ １，５６０ １，６６０ ２，３９０ 

青少年等 ３６０ ４１０ ４１０ ７７０ ８２０ １，１８０ 

第二研修

室 

一般 １，３５０ １，５６０ １，４６０ ２，９１０ ３，０２０ ４，３７０ 

青少年等 ６７０ ７８０ ７３０ １，４５０ １，５１０ ２，１８０ 

第三研修

室 

一般 ７３０ ８３０ ８３０ １，５６０ １，６６０ ２，３９０ 

青少年等 ３６０ ４１０ ４１０ ７７０ ８２０ １，１８０ 
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特

別

活

動

室 

工芸室 一般 １，８８０ ２，５００ ２，３００ ４，３８０ ４，８００ ６，６８０ 

青少年等 ９４０ １，２５０ １，１５０ ２，１９０ ２，４００ ３，３４０ 

美術室 一般 １，８８０ ２，５００ ２，３００ ４，３８０ ４，８００ ６，６８０ 

青少年等 ９４０ １，２５０ １，１５０ ２，１９０ ２，４００ ３，３４０ 

茶華道室 一般 １，０３０ １，４６０ １，３５０ ２，４９０ ２，８１０ ３，８４０ 

青少年等 ５１０ ７３０ ６７０ １，２４０ １，４００ １，９１０ 

第一音楽

室 

一般 １，０３０ １，４６０ １，３５０ ２，４９０ ２，８１０ ３，８４０ 

青少年等 ５１０ ７３０ ６７０ １，２４０ １，４００ １，９１０ 

第二音楽

室 

一般 ８３０ １，０３０ ９３０ １，８６０ １，９６０ ２，７９０ 

青少年等 ４１０ ５１０ ４６０ ９２０ ９７０ １，３８０ 

第三音楽

室 

一般 ８３０ １，０３０ ９３０ １，８６０ １，９６０ ２，７９０ 

青少年等 ４１０ ５１０ ４６０ ９２０ ９７０ １，３８０ 

体

育

室 

全面 一般 ５，７００ ７，７００ ４，５００ １３，４０

０ 

１２，２０

０ 

１７，９０

０ 

青少年等 ２，８５０ ３，８５０ ２，２５０ ６，７００ ６，１００ ８，９５０ 

１／２面 一般 ２，８５０ ３，８５０ ２，２５０ ６，７００ ６，１００ ８，９５０ 

青少年等 １，４２０ １，９２０ １，１２０ ３，３４０ ３，０４０ ４，４６０ 

(3) 青少年の家（グラウンドに限る。） 

（単位 円） 

区分 ９時から１１時ま

で 

１１時から１３時

まで 

１３時から１５時

まで 

１５時から１７時

まで 

一般 ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０ ２，０６０ 

青少年等 １，０３０ １，０３０ １，０３０ １，０３０ 

２ この表において「一般」とは青少年等以外のものをいい、「青少年等」とは次の各号

のいずれかに該当するものをいう。 

(1) その年齢（センター等を使用しようとする日における年齢をいう。次号において

同じ。）が２５歳以下の者 

(2) その構成員の半数以上の年齢が２５歳以下の者である団体 

(3) 市長が定めるところにより、センター等の使用についての登録を受けた青少年の

団体 
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３ 条例別表第２第２項の「市外居住者」とは、法人その他の団体にあっては、その主た

る事務所の所在地が本市の区域外に存するものをいう。 

４ 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、それぞれの使用区分に係

る基本料金の１０割に相当する額を当該基本料金に加算する。 

別表第３（第１３条関係） 

（平２６規則８・全改、令元規則６１・令３規則１１８・一改） 

１ 附属設備等使用料金 

（単位 円） 

附属設備その他器具備品等 料金 備考 

一般 青少年等 

音響設備一式 １，８８０ ９４０ 人件費は別 

照明設備一式 ２，５００ １，２５０ 人件費は別 

映写設備一式 １，２５０ ６２０ 人件費は別 

グランドピアノ １，８８０ ９４０ 調律費は別 

アップライトピアノ １，２５０ ６２０ 調律費は別 

陶芸用電

気炉 

本焼き １回 ３，３５０ １，６７０ 使用は、工芸室におい

て創作されたものに限

る。 

素焼き １回 ２，６１０ １，３００ 

備考 この表の料金は、午前、午後及び夜間の使用区分ごとに１回として計算する。ただ

し、陶芸用電気炉に係る料金にあっては、焼入れから取出しまでの間（５日間を限度と

する。）を１回として計算する。 

２ この表において「一般」及び「青少年等」とは、別表第２第２項に定めるとおりとす

る。 


